




妊娠・出産・産前産後休業取得等を理由 
とする不利益取扱いは禁止されています。 

　妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと、妊
娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母
性健康管理措置や、深夜業の免除など労働基準法
による母性保護措置を受けたこと、妊娠又は出産
に起因する能率低下などを理由とする解雇その他
不利益取扱いは禁止されています。 
　また、妊娠中・産後１年以内の解雇は「妊娠・
出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」
を事業主が証明しない限り無効となります。 
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の 23条、第16条の2、第16条の3
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1
※ 

※平成19年10月1日から、育児休業者職場復帰給付金の給付率が10％から20％に引き上がります。 

 



（育児・介護休業法第23条） 

（育児・介護休業法第16条の2、第16条の3） 

（育児・介護休業法第17条、第19条） 
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（H19年11月に「富山市神通本町1－5－2」へ移転予定） 

さいたま市中央区新都心11－2 ランド・アクシス・タワー 16階 

水戸市宮町1丁目8番1号 

千代田区九段南1－2－1 九段第3合同庁舎14階 102－8305

910－8559

山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階 

未定 未定 

静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎5階 

高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎3階 

新館 

3階 

松江地方合同庁舎5階 

長崎市万才町7番1号　住友生命長崎ビル6階 095－801－0050 095－801－0051

087－811－8924 087－811－8935

03－3512－1611 03－3512－1555

都道府県労働局雇用均等室所在地一覧 
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